
(R02.02 改正) 

（案） 

請  書 （委託業務） 

 

業 務 名 北区役所庁舎外壁調査業務 

履行場所 堺市北区新金岡町５丁１番４号 

履行期間 
契約締結日 から 

令和８年１２月２８日 まで 

契約金額 
円 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額       円） 

契約保証金  

  

 上記の業務を貴市仕様書その他の指示に基づいて受託いたします。つきましては、特約

条項、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）、

堺市契約規則（昭和 50 年規則第 27 号）、労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）、労働者災

害補償保険法（昭和 22年法律第 50号）、最低賃金法（昭和 34年法律第 137号）、健康保険

法（大正 11年法律第 70号）、厚生年金保険法（昭和 29年法律第 115号）、雇用保険法（昭

和 49年法律第 116号）その他日本国の法令を遵守して、業務に従事する者の使用者として、

上記関係法令の一切の責任を負い、かつ、責任をもって労務管理を行うとともに、業務を

誠実に履行いたします。 

なお、この業務の履行に関して生じた損害又は第三者に及ぼした損害を負担いたします。 

 また、この契約に関して不正又は不当な行為があったときは、契約を解除されても異議

ありません。 

 契約代金の支払期限については、検査に合格の後、支払請求書を受理していただいた日

から起算して３０日以内とします。 

 

 

令和   年   月   日 

 

 堺 市 長 殿 

 

            

 

 

受注者  住 所 

                名 称 

                代表者 

 

 

 

 

 

収入印紙

貼  付 



特約条項 
 

以下の特約事項を了承し、当該契約をお請けします。 
 
 （権利義務の譲渡等） 
第１条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担
保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の業務の履行に必要な資金が不足すること
を疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者のこの契約から生じる債権の譲渡
について、前項ただし書の承諾をしなければならない。 

３ 受注者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場合は、この契約から生じる債権の譲
渡により得た資金をこの契約の業務の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発
注者に提出しなければならない。 
（再委託の禁止） 

第２条 受注者は、この契約の履行について、業務を第三者に委任し、又は請け負わせること（以下「再
委託」という。）をしてはならない。ただし、業務の一部について相当の理由があるときは、この限りで
ない。 
（再委託の届出等） 

第３条 前条ただし書の規定により業務の一部について再委託する場合、受注者は、あらかじめ発注者と
協議し、発注者の同意を得た上、再委託しようとする相手方（以下「再委託先」という。）の商号又は名
称並びに業務のうち再委託する部分及び再委託する理由その他発注者が必要とする事項を、書面をもっ
て発注者に届け出なければならない。 

２ 受注者が前項の規定により業務の一部を再委託するときは、次のとおりとする。 
(1) 受注者は、堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱（平成１１年制定）第２条第１項
の規定による入札参加停止を受けた者（以下「入札参加停止者」という。）及び堺市契約関係暴力団排
除措置要綱（平成２４年制定）第３条第１項の規定による入札参加除外を受けた者（以下「入札参加
除外者」という。）並びに第６条第１０号に該当する者を再委託先としてはならない。 

(2) 受注者は、再委託先の行為の全てについて責任を負うものとする。  
３ 発注者は、受注者が第１項に定める手続きによらずに再委託した場合、入札参加停止者を再委託先と
した場合又は入札参加除外者若しくは第６条第１０号に該当する者を再委託先等（第１項の規定により、
業務の一部を再委託したとき並びに受注者及び再委託先が資材又は原材料の購入契約その他の契約をし
たときの相手方を含む。以下同じ。）としている場合は、受注者に対して、当該再委託先等との契約の解
除を求めることができる。この場合において、当該契約が解除された場合における一切の責任は、受注
者が負うものとする。 
（不当介入に対する措置） 

第４条 受注者は、この契約の履行に当たり堺市暴力団排除条例（平成２４年条例第３５号。以下「暴排
条例」という。）第２条第２号に規定する暴力団員（以下単に「暴力団員」という。）又は同条第３号に
規定する暴力団密接関係者（以下単に「暴力団密接関係者」という。）から暴排条例第２条第１号に規定
する暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為（以下
「不当介入」という。）を受けたときは、直ちに発注者に報告するとともに、警察に届け出なければなら
ない。 

２ 受注者は、再委託先等が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受けたときは、直ちに発注者
に報告するとともに、当該再委託先等に対して、警察に届け出るよう指導しなければならない。 

３ 発注者は、受注者が発注者に対し、前２項に規定する報告をしなかったときは、暴排条例に基づく公
表及び入札参加停止措置を行うことができる。 

４ 発注者は、受注者又は再委託先等が不当介入を受けたことによりこの契約の履行について遅延等が発
生するおそれがあると認めるときは、受注者が第１項の規定による報告及び届出又は第２項の規定によ
る報告及び指導を行った場合に限り、必要に応じて履行期間の延長等の措置をとるものとする。 
（発注者の催告による解除権） 

第５条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告
をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した
時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでな
い。 
(1) 第１条第３項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 
(2) 正当な理由なくこの契約を履行しないとき、又は契約期間内に履行の見込みがないとき。 
(3) この契約の履行に当たり発注者の指示に従わないとき、又はその発注者の職務の執行を妨げたとき。 
(4) 受注者として必要な資格が欠けたとき。 
(5) 契約履行上の過失又は不手際が度重なったとき。 
(6) 引き渡された成果物（成果物がない場合にあっては、履行した業務。以下同じ。）に種類、品質又は
数量に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）があり、発注者が受注者に
対して履行の追完を請求した場合において、正当な理由なく、履行の追完がなされないとき。 

(7) 第３条第３項の規定により、発注者から再委託先等との契約の解除を求められた場合において、こ
れに従わなかったとき。 

(8) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 



（発注者の催告によらない解除権） 
第６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することがで
きる。 
(1) 第１条第１項の規定に違反してこの契約から生じる債権を譲渡したとき。 
(2) 第１条第３項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。 
(3) この契約の履行を完了させることができないことが明らかであるとき。 
(4) 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を
明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 

(6) 契約の性質や発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした
目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 

(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約を
した目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 

(8) 暴力団員又は暴力団密接関係者が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約から生じ
る債権を譲渡したとき。 

(9) 受注者が、発注者の契約違反によらない理由でこの契約の解除を申し出たとき。 
(10) 受注者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるとき。 
(11) 契約履行上の重過失があったとき。 
(12) この契約の締結又は履行について不正な行為を行ったとき、又は不正な行為を行ったおそれが非常
に強いとき。 

 （発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 
第７条 第５条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、
発注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

 （発注者の損害賠償請求等） 
第８条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を受
注者に対し請求することができる。 
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。 
(2) 引き渡された成果物に契約不適合があるとき。 
(3) 前各号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であると
き。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額（単価契約の
場合にあっては、契約単価に予定数量を乗じて得た額）の１０分の１に相当する額を違約金として発注
者の指定する期間内に支払わなければならない。 
(1) 第５条又は第６条の規定によりこの契約が解除されたとき。 
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務につい
て履行不能となったとき。 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 
 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５号）の

規定により選任された破産管財人  
 (2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第１５４

号）の規定により選任された管財人 
 (3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）の規定により選任された再生債務者等 
４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する場合とみなされ
る場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由
によるものであるときは、第１項及び第２項の規定は適用しない。 

５ 第２項の規定は、発注者に生じた現実の損害額が同項の違約金の額を超える場合において、その超過
分につき、発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。 

 


